
広
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長
告
示
第
二
号 

 
広
島
県
立
図
書
館
管
理
運
営
規
則
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 
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成
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十
三
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三
月
二
十
二
日 

広
島
県
教
育
委
員
会 

 
 
 
 

教
育
長 

榎 

田 

好 

一 

 
 
 

広
島
県
立
図
書
館
管
理
運
営
規
則
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 

広
島
県
立
図
書
館
管
理
運
営
規
則
施
行
細
則
（
昭
和
六
十
三
年
広
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長
告
示
第
八
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
中
「
第
三
十
六
条
」
を
「
第
二
十
二
条
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
条
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

書 
 
 
 

類 

様 

式 

 

一 

図
書
館
利
用
カ
ー
ド
（
図
書
館
規
則
第
八
条
第
一
項
） 

様
式
第
一
号 

 

二 

図
書
館
利
用
カ
ー
ド
申
込
書
（
図
書
館
規
則
第
八
条
第
二
項
） 

様
式
第
二
号 

 

三 

図
書
館
資
料
利
用
票
（
図
書
館
規
則
第
十
一
条
） 

様
式
第
三
号 

 

別
記
様
式
第
一
号
(表)
中「

ご
利
用
」

を「
御
利
用
」

に
、「

お
も
ち
く
だ
さ
い
」

を「
お
持
ち
く
だ
さ

い
」

に
改
め
、
同
様
式
(裏)
中「

な
が
く
」

を「
長
く
」

に
、「

か
わ
っ
た
」

を「
変
わ
っ
た
」

に
、「

ほ

か
の
」

を「
他
の
」

に
改
め
、「

国
民
の
祝
日
」

の
次
に「

（
11月

３
日
を
除
く
。
）
」

を
加
え
、「

ば
く

書
期
間
」

を「
特
別
整
理
期
間
」

に
、
「730

」
を
「730-0052

」
に
改
め
、
同
様
式
(裏)
の
(注)
を
次
の
よ

う
に
改
め
る
。 

注
 
１
 
用
紙
の
大
き
さ
は
，
縦
55ミ

リ
メ
ー
ト
ル
，
横
85ミ

リ
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。
 

２
 
図
書
館
規
則
の
趣
旨
に
反
し
な
い
限
度
に
お
い
て
，
実
務
の
実
態
に
即
し
て
，
項
目
等
を
追
加

し
て
差
し
支
え
な
い
も
の
と
す
る
。
 

別
記
様
式
第
二
号
(表)
中「

広
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長
 
殿
」

を「
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様
」

に
、「

し
た
が
い
ま
す
」

を「
従
い
ま
す
」

に
改
め
、
同
様
式
(裏)
の
(注)
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

注
 
１
 
用
紙
の
大
き
さ
は
，
縦
75ミ

リ
メ
ー
ト
ル
，
横
125ミ

リ
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。
 

２
 
図
書
館
規
則
の
趣
旨
に
反
し
な
い
限
度
に
お
い
て
，
実
務
の
実
態
に
即
し
て
，
項
目
等
を
追
加

し
て
差
し
支
え
な
い
も
の
と
す
る
。
 

 

別
記
様
式
第
三
号
の
(注)
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

注
 
用
紙
の
大
き
さ
は
，
縦
75ミ

リ
メ
ー
ト
ル
，
横
125ミ

リ
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。
 

 

別
記
様
式
第
四
号
及
び
別
記
様
式
第
五
号
を
削
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
教
育
委
員
会
教
育
長
告
示
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


